
＜次世代育成支援・女性活躍促進分野＞

すべての子どもが夢をはぐくむことができる
社会づくり

〔リーダー：広島県〕

都道府県名 事業名 スライド

岩手県 保育士修学資金貸付事業 1

岩手県 岩手県子どもの生活実態調査事業 2

山形県 ひとり親家庭資格取得応援プロジェクト事業 3

福島県 小規模保育事業所設置促進事業 4

福島県 保育士悩みごと相談室の設置 5

福島県 こどもの居場所づくりスタートアップ支援事業 6

群馬県 ワクわく子育てトーキング～ぐんまの親の学び
プログラム～開発と普及事業 7

埼玉県 中高生向け学習及び小学生向け学習・生
活支援事業 8

埼玉県 埼玉版ネウボラ推進事業 9

神奈川県 かながわ子どものみらい応援団 10

都道府県名 事業名 スライド

石川県 在宅育児家庭通園保育モデル事業 11

福井県 ひとり親家庭等の子育て安心プラン事業 12

長野県 生活困窮家庭の子どもに対する学習支援事
業

13

静岡県 低出生体重児向け母子手帳の取組「しずお
かリトルベビーハンドブック事業」

14

愛知県 子どもが輝く未来へのロードマップの取組 15

京都府 京都式キャリアパスモデル推進事業 16

京都府 多様な主体を活用した貧困対策の取組＜
きょうとこどもの城づくり事業＞

17

兵庫県 地域祖父母モデル事業 18

兵庫県 「子ども食堂」応援プロジェクト 19

和歌山県 子育て世代包括支援センター事業 20

すべての子どもが夢をはぐくむことができる
社会づくり

都道府県名 事業名 スライド

高知県 妊娠期から子育て期までの切れ目のない
総合的な支援「高知版ネウボラの推進」 28

高知県 子どもの居場所づくり推進事業 29

大分県 子どもの居場所づくり推進事業 30

沖縄県 子ども未来支援事業 31

沖縄県 沖縄子どもの調査 32

沖縄県 ひとり親家庭生活支援モデル事業 33
（参考） 学力向上対策推進事業等

【東京都足立区・皿沼小学校】 34

都道府県名 事業名 スライド

鳥取県 とっとり子ども未来サポートネットワーク活
動支援事業 21

広島県 朝ごはん推進モデル事業 22

広島県 ひろしま版ネウボラ構築事業 23

広島県 待機児童対策事業 24

山口県 子どもの居場所づくり等食材提供支
援モデル事業 25

山口県 子ども食堂サポート事業 26

香川県 香川県子どもの未来応援ネットワーク事
業 27



すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「保育士修学資金貸付事業【岩手県】」

１ 事業目的
県内の保育関係施設における保育士確保対策

２ 取組の特長（特に工夫している部分に下線）

① 県内の保育士確保を図るため、国の補助制度を活用して平成
29年度から事業実施しているが、平成30年度から、東日本大震
災で被災した方を対象に基金を活用して事業実施している。保
育士養成施設が無い沿岸地域に保育士として就職する場合に
就職準備加算金を実施する。

事業概要（取組の特長）

• 30年度新規事業 貸付実績２名

事業の成果等

予算の推移
• 平成30年度当初： 8,000千円（基金）
• 令和元年度当初：14,000千円（基金）

予算推移

＜事業推進上の課題＞
• 財源の継続性
＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし

○財政支援 修学資金貸付事業については、国の補助金
により実施しているが、返還免除規定がある
ため、貸付原資が年々減少していることから、
恒常的な補助制度の創設を要望したい。

事業推進上の課題等

• 保育士の県内就職率が低下しているが、特に、県内沿岸地域で
の保育士採用率が低い

取組の背景
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すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「岩手県子どもの生活実態調査事業【岩手県】」

１ 事業目的

子どもの生活実態を把握し施策への展開を図るとともに、平成
31年度に見直しを予定している「いわての子どもの貧困対策推進
計画」の基礎データとしようとするもの

２ 取組の特長（特に工夫している部分に下線）

• 県内全ての地域を対象とした三種類の詳細な調査を実施
① 子どもの生活実態調査
② 就学援助制度利用世帯等調査
③ 支援ニーズ調査

事業概要（取組の特長）

① 子どもの生活実態調査
回答数 36,422人（88.5％）

② 就学援助制度利用世帯等調査
回答数 5,344人（69.0％）

③ 支援ニーズ調査
回答数 868件

事業の成果等

予算の推移
• 平成30年度当初：35,291千円（地域子どもの未来応援交付金）

予算推移

＜事業推進上の課題＞

• 調査業務のノウハウが示されていないことから事務が繁
雑となる。

• 類似調査を行う他自治体等と調査項目を統一しているが、
調査規模・対象が異なるため、相対的な比較が困難。

＜横展開に向けての提言＞

○規制緩和 国において、都道府県別の「相対的貧困率」
や「子どもの貧困率」等のデータを提供してい
ただきたい。

○財政支援 地域の実情に応じた取組を進めていく必要が
あることから、「地域子どもの未来応援交付
金」等による財政支援の継続を要望したい。

事業推進上の課題等

• 県内における「子ども生活実態」を把握する調査が存在しない
取組の背景

① 子どもの生活実態
調査

② 就学援助制度利
用世帯等調査

③ 支援ニーズ調査

目 的

対象学年全ての世帯
を対象とする調査で
あり、実態を踏まえた
具体的な支援施策検
討のための基礎デー
タとするための調査

公的支援の認知度や
利用状況等の調査を
行い、支援ニーズな
どを明らかにするた
めの調査

子育てに係る支援
ニーズを明らかにし、
担当機関による個別
支援につなげるため
の調査

対象者

県内の公立小・中学
校に在籍する小学５
年生、中学校２年生と
その保護者全て

41,176人

県内の公立小・中学
校に在籍する就学援
助制度利用世帯等の
保護者全て

7,748人

県内の公立小・中学
校(特別支援学校含
む)に在籍する小学１
年生から中学３年生
までの保護者全て

91,836人
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＜事業推進上の課題＞

・ひとり親家庭は、経済的に厳しい状況におかれており、修
学期間中の高等職業訓練給付金の支給額（月額10万円
（課税世帯は７万５百円）、最終年限１年間のみ月額４万
円加算）では十分でない。

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 高等職業訓練促進給付金の支給額の増額

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「ひとり親家庭資格取得応援プロジェクト事業【山形県】」

１．事業目的

ひとり親家庭の親が就職に有利で生活の安定に資する資格を取
得する場合に、養成機関への入学準備から修学、就職準備までを
切れ目なくパッケージで支援することで、生活の負担軽減を図り、
資格取得を容易にし、ひとり親家庭の経済的自立につなげる。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

国庫補助の高等職業訓練促進給付金とひとり親家庭高等職業訓
練促進資金貸付に加え、本県独自に生活応援給付金（生活費：月
額５万円）及び住まい応援給付金（家賃補助：月額２万円）を上乗せ
し、パッケージで支援している。

ひとり親家庭資格取得応援プロジェクト事業対象者数

・平成28年度実績：30人
・平成29年度実績：40人
・平成30年度実績：42人
・令和元年度見込み：52人
※パッケージメニューの一部のみ対象者を含む事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移

・平成28年：20,962千円（国庫・一財）
・平成29年：24,555千円（国庫・一財）
・平成30年：22,024千円（国庫・一財）
・令和元年：23,823千円（国庫・一財）

予算推移

事業推進上の課題等

ひとり親家庭の親は、経済的な面をはじめ、生活や就労の面で不
安定な状況におかれていることが多く、また、十分な準備のないま
ま就業することにより、生計を支えるために必要な収入を得ること
が困難な場合が多い。

取組の背景
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住まい応援給付金
(月額2万円)

高等職業訓練促進資金貸付
(入学時50万円、修了時20万円)

高等職業訓練促進給付金
(月額10万円又は70,500円)

児童扶養手当
(月額42,910円)

生活応援給付金
(月額5万円)

ひとり親家庭資格取得応援プロジェクト事業

本
県
独
自

＜事業推進上の課題＞
待機児童解消までの暫定的な対策として実施しているもの。
国の補助を上乗せしているため、一般財源で賄っている。

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和
なし
○財政支援

国に対して、国庫負担率の引き上げや補助基準額のかさ
上げを求めている。

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「小規模保育事業所設置促進事業【福島県】」

１．事業目的
待機児童解消に向け、3歳未満児の受け皿として小規模保育事

業の設置を促進する。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

小規模保育事業の施設整備に取り組む事業主の補助基準額に
かかる負担分を市町村とともに全額補助する。

現行 国3分の2、市町村12分の1、事業主4分の1
当制度 国3分の2、県8分の1、市町村24分の5

(現行の事業主負担4分の1を県と市町村で折半して負担。)
(補助基準額にかかる事業主負担割合は0に。)

2市5施設の整備が進み、これにより95人分の受け皿を確
保できた。

3歳未満児の保育の受け皿が求められている市町村にお
いては有効な施策であると考えている。

また、参入しようとする事業者のインセンティブになるものと
思われる。

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

・平成２８年度：－
・平成２９年度：－
・平成３０年度：169,244千円（一財）
・令和元年度：104,920千円（一財）

予算推移

事業推進上の課題等

保育所等の待機児童の多くを占める3歳未満児の受け皿確保を
進める必要から、小規模保育事業の施設整備に対する上乗せ補
助を実施する。

取組の背景
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＜事業推進上の課題＞
窓口対応職員のスキルアップが必要と考えている。

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和
なし
○財政支援
なし

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「保育士悩みごと相談室の設置【福島県】」

１．事業目的

保育士が働きやすい環境づくりのため、保育士向けの相談窓口
を開設するとともに、臨床心理士や社会保険労務士といった専門
家による無料相談を提供する。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

福島県保育協議会に委託して保育士の相談窓口を設け、電話、
メールで相談を受け付ける。

希望する保育士には、臨床心理士による専門相談を無料で提
供する。

また、勤務環境改善に取り組む施設向けに、希望に応じて社会
保険労務士を無料で派遣し、助言する。

厚生労働省の子ども子育て支援体制整備総合推進事業費補助
金で実施している。
保育士の離職理由の大きな要因に対応した施策であると考える。

7月に窓口を開設し、3月末までに15件の相談を受け付け
た。

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

・平成２８年度：－
・平成２９年度：－
・平成３０年度：1,500千円（国庫、一財）
・令和元年度：1,563千円（国庫、一財）

予算推移

事業推進上の課題等

保育士が退職する理由として職場での人間関係等、就労環境を
挙げる声が多かったことから、悩みを持つ保育士に対する支援体
制を構築し、就労継続を図る必要がある。

取組の背景
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＜事業推進上の課題＞
○運営に係るノウハウの共有、食材、運営資金等の調達
○運営にあたるボランティアの確保
○対象となる子どもへの周知

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

子どもたちと支援を結びつける事業であるだけでなく、
地域における子どもの貧困対策ネットワークの一部と
なることから、地域子供の未来応援交付金の対象とする等、
国による財政支援を創設する必要がある。

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「こどもの居場所づくりスタートアップ支援事業【福島県】」

１．事業目的

民間団体がこどもの居場所づくりに効果的に取り組めるよう支援
することを目的とする。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
① こどもの居場所づくりを開設するにあたっての机や椅子、調理
器具の購入や広報のための印刷製本費等の初期費用を補助

② 市町村が設置・運営する子どもの貧困対策ネットワークへの
組み込みのため、市町村が推薦に係る意見書を提出

③ 設置にあたっては、「ふくしまこども食堂ネットワーク」等と
連携し、ノウハウや情報を共有

【平成３０年度新規事業】
こどもの居場所を新規で５箇所設置済み

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

・平成２８年度：－
・平成２９年度：－
・平成３０年度：1,500千円 （すべて一財）
・令和元年度：3,000千円 （すべて一財）

予算推移

事業推進上の課題等

行政などによる様々な支援が、支援を必要とする子どもがいる
世帯へ、行政などによる様々な支援が届いていない現状を踏まえ、
貧困の連鎖を断ち切るための支援体制を構築する必要がある。

取組の背景

児童相談所

学校

民間団体

生活困窮相談窓口社会福祉協議会

教育事務所

警察

市町村

子どもの貧困対策ネットワーク
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＜事業推進上の課題＞
・学校や公民館での実践回数を更に増やすこと。

・ファシリテーター養成講座修了者が、実際に地域で講座を
実施できるようにすること。

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 なし

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり
「ワクわく子育てトーキング～ぐんまの親の学びプログラム～開発と普及事業【群馬県】」

１．事業目的

保護者同士が子育てや家庭教育について話し合い、お互いが交流するこ
とで悩みや不安を解消することをねらいとして、学校や公民館の家庭教育学
級や講座等で、参加者が主体的に学ぶことのできる学習プログラムを開発
し、普及に努めている。

２．取組の特長

・大学教授、指導主事、社会教育主事からなる作成委員会を組織し、一年間
かけてプログラムを作成した。幼児期から高校生までの年代別の親と、これ
から親となる中高生向けの２９の展開例や実施方法等で構成されている。

・ファシリテーターの進行のもと、参加者が役割演技等の手法により、子育て
や家庭教育のヒントを学び合う形で実施する。

・要請のあった県内各地の学校や公民館等において、生涯学習センター、教
育事務所（５箇所）等の社会教育主事がファシリテーターとなり、プログラム
に基づく講座を実施している。

・プログラムは冊子として市町村教育委員会に配布するとともに、県及び生
涯学習センターのホームページ上で公開し、普及啓発に努めている。

・家庭教育に関心を持つ方を対象に、ファシリテーターの養成講座を実施し
ている。プログラムの実施回数を増やすため、講座修了者の実践力を図る
上級者コースを開設している。

・各地での実施の結果、明らかとなった課題等は、生涯学習センターで集約
検討し、随時プログラムを改善、追加している。

・学校、公民館等での実施回数（H30）：88回（3,505人受講）
・ファシリテーター養成講座受講者（H30）：61人（延べ89人）
・参加保護者アンケート結果から、子育てや家庭教育への意
欲を高めることが分かった。

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年：２２５千円（一財）
・平成２９年：２７０千円（一財）
・平成３０年：１５７千円（一財）
・令和元年：１０３千円（一財）

予算推移

事業推進上の課題等

取組の背景

家族の形態の多様化や地域社会のつながりの希薄化等により、本来生
活の中で体験を通して学んでいた事柄が身についていない親や、地域住
民と交流の少ない孤立化した親が少なくない現状がある。
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すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり
「中高生向け学習及び小学生向け学習・生活支援事業【埼玉県】」

事業の成果等取組の背景

・生活保護世帯とそれ以外の世帯における高校進学率及び高校
中退率の格差

・生活保護世帯とそれ以外の世帯における学力及び非認知能力
の格差

予算の推移（平成３０年度から小学生支援をモデル的に
実施）
・平成２８年： ６８，４６７千円
・平成２９年： ７１，６６９千円
・平成３０年：１７５，６９７千円
・令和 元 年：２０５，９７１千円

予算推移

＜事業推進上の課題＞
ボランティア及び協力団体の確保
放課後児童クラブ、放課後子供教室等との連携

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 生活困窮者自立支援制度等の国庫補助基準

額・補助率の引き上げ、小学生加算の充実

事業推進上の課題等

学習支援事業利用者の高校進学率及び高校中退率

・高校進学率 ９８．２％（Ｈ２９）
事業実施前（H２１）の生活保護世帯全体の進学率

８６．９％から１１．３ポイント向上

・高校中退率 １．８％（Ｈ２９）
事業実施前（H２４）の生活保護世帯全体の中退率
８．１％から６．３ポイント改善１．事業目的

学習支援等による貧困の連鎖の解消

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
①学習支援員や学生ボランティア等によるマンツーマンの指導
②家庭訪問による保護者支援（養育・生活の悩みへの相談対応）
③小学生教室では学力とともに非認知能力の向上のため、学習
支援のほか、生活支援、体験活動、食事提供を実施
（７市町で平成３０年度からモデル的に実施）
（平成３１年度は小学生支援を行う市に対し補助金を交付し、
コーディネーターを派遣するとともに、町村部で新たに２教
室開設する）

【地域連携イメージ】

学習・生活学習・生活 健康健康体験体験

ジュニア・アスポート教室

地域
団体

大学 企業
子ども
食堂

・農家

ﾌー ﾄ゙
ﾊ゙ ﾝｸ
・農家

地域社会資源によるネットワーク

連携

事業概要（取組の特長）
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拡



＜事業推進上の課題＞
子育て世代包括支援センターの質の格差

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援
現在、子育て世代包括支援センターに対し「子ども・子
育て支援交付金」の助成が行われているが、１か所あた
り専門職１名分程度の人件費しか助成されていないため、
さらなる支援の拡充を要請したい。

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「埼玉版ネウボラ推進事業【埼玉県】」

１．事業目的
妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援体制の構築

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
①妊娠・出産・育児の様々な相談にワンストップで応じ、妊娠期か
ら子育て期にわたるまで切れ目のない支援体制を担う「子育て
世代包括支援センター」の全県展開。

②産後うつ病の予防や早期発見のため、「産後うつケア」や「産後
健診」を推進できるよう市町村を支援。

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年： ５９，５６６千円（一財・国庫）
・平成２９年：２１３，１５５千円（一財・国庫）
・平成３０年：２１３，１５５千円（一財・国庫）
・令和 元 年：２４６，０３４千円（一財・国庫）

予算推移

事業推進上の課題等

取組の背景

・子供虐待死亡事例等検証結果によると、０歳が最も多く、そのう
ち月齢０か月児がもっとも高い割合を占めた。
・主たる加害者は「実母」が最も多かった。
・出産後の女性のうち１割が産後うつ病になると言われている。

妊娠期から子
育て期にわた
る切れ目ない
支援を実施

妊産婦等
の実情を
把握

各種相談
対応、情
報提供

ハイリスク
妊産婦に
手厚い支
援

関係機関
との連絡
調整

【産後うつケア推進事業】
保健師等が産婦を訪問し、
産後うつ病のスクリーニン
グを実施

【産後健診推進事業】
産後健診の費用を助成
し、専門医の観点から精
神不調のチェックを実施

孤立しやすい母親
の産後うつ病等の予
防や早期発見等のた
め 産後３か月頃ま
でのケアについて手
厚く支援する。

【子育て世代包括支援センターの役割】

今後の子育て世代包括支援センターの設置見込

H28 H29 H30 R01

市町村数 １５ ３６ ５４ 全市町村

センター数 ２７ ６３ ８７ ９６
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・マッチングについて、より実効性のある施策を展開していく
ため、子どもの支援活動を行う団体と、こうした活動の支援
に関心のある団体、企業等に寄り添ってつなぎ、コーディ
ネートする機能等の仕組みの検討する必要がある。

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「かながわ子どものみらい応援団【神奈川県】」

１．事業目的
困難な環境にある子どもたちをはじめとした、すべての子どもた

ちを社会全体で支援する機運を醸成する。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
応援団では、学習支援や子ども食堂のような子どもの居場所など
の身近な地域活動と、そのサポートに関心のある人や団体を結び
つけ、支援の輪を広げていく。

事業概要（取組の特長）

予算の推移
・平成２８年：―
・平成２９年：―
・平成３０年：６６６千円
・令和元年：１，２００千円

予算推移

子ども食堂や子どもの居場所づくりなど、地域や民間団体による
取組みが進み始めている。

こうした活動とその活動のサポートに関心のある人・団体を結び
付ける取組みを通じて、子どもたちの支援の輪を広げることを目指
すため、平成29年11月に「かながわ子どものみらい応援団」を発足

取組の背景

事業推進上の課題等

《具体的な取り組み》

子どもの居場所づくりセミナー

地域交流ネットワーク形成のための交流会

マッチングフォーラム

居場所づくりなどの担い手を養成

子どもの支援に関わる方々の顔の見える関係づくりを
後押し

子どもを支える活動を実施する団体とそのサポートに
関心のある団体や企業等の出会いの場の創出
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＜事業推進上の課題＞

施設は、通園児と同様の基準（施設面積、職員数等）を満
たす必要があるため、既に定員に達している施設や保育士
確保に苦労している施設ではモデル事業の実施が困難。

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

国の補助制度の創設を要請したい。

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「在宅育児家庭通園保育モデル事業【石川県】」

１．事業目的
①親 ：保育士や他の親と関わることで、精神的不安を軽減
②子ども：同世代の子どもや親以外の大人との関わりの中で、健

やかに育つ機会を提供

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
在宅育児家庭の満３歳未満児が、定期的に集団保育を受ける
ことができるよう、通園に準じた保育サービスをモデル的に提供

→通園に準じた保育サービス例
・利用回数 週２～３日程度
・利用時間 １回あたり４時間程度
・利用料金 １時間あたり２００円程度

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年：２４，０００千円（一財）
・平成２９年：２４，０００千円（一財）
・平成３０年：２４，０００千円（一財）
・令和元年：２４，０００千円（一財）

予算推移

事業推進上の課題等

取組の背景

・幼稚園
・認定こども園

・保育所
・認定こども園

・在宅育児家庭の満３歳未満児は、
子ども・子育て支援新制度下でも、
「通園」による保育サービスの対
象外

保育の必要性
【有】

0歳

【無】

3歳

6歳

通園

認定こども園 子ども

集団保育

親

保育士、親同士
の交流

・私立認定こども園のある全ての市町で実施
・利用者満足度 ９割以上が満足と回答
・利用効果の調査・分析
利用者のうち育児不安の高い母親について、不安改善の
効果を確認（１４人中８人）
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＜事業推進上の課題＞
市町との協力体制構築

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

恒久的な補助制度を創設して後押しすることを要請し
たい。

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「ひとり親家庭等の子育て安心プラン事業【福井県】」

１．事業目的
ひとり親家庭の子育てにかかる費用の助成

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

収入が低く子育ての負担も大きいひとり親家庭等に対し、子育て
にかかる費用を助成することにより、子どもが家庭環境に影響され
ることなく健やかに成長していけるよう支援
・実施主体：市町
・対象者：ひとり親世帯等
・補助率：県１／２、市町１／２

・病児・病後児保育補助利用者数（延人数） ２，８５５名
・放課後児童クラブ補助利用者数 ４７６名
・高校生の通学費用（定期代）補助利用者数 １４２名
※平成３０年度末時点

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年：－
・平成２９年：－
・平成３０年：３８，０００千円（一財）
・令和元年：３１，４９９千円（一財）

予算推移

事業推進上の課題等

・ひとり親世帯は、非正規雇用の割合が高く就労収入も低い傾向
（H29福井県実態調査 母子世帯１８２万円、父子世帯２６５万円）
・ひとり親世帯への経済的支援と並行して、保育サービスを受け
やすくし、正規就労や経済的自立につなげる支援が必要

取組の背景
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項目 内容 予算要求額

（１）病児・病後児保育の利用料補助
対 象：病児・病後児保育利用料
補助上限額：２，０００円／日（県1/2、市町1/2） ９０８千円

（２）放課後児童クラブの利用料補助
対 象：放課後児童クラブ利用料
補助上限額：２，５００円／月（県1/2、市町1/2） １８，１６５千円

（３）高校生の通学費用（定期代）補助
対 象：高校生の通学定期代
補助上限額：１０，０００円／月（県1/2、市町1/2） １２，４２６千円



＜事業推進上の課題＞

・保護者の理解が得られない等の理由から、対象となる子ど
もが支援に繋がらないケースがある。

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援
家庭の状況に関わらず、子どもたちが学習する機会を
得て希望する進学に繋げることができるよう、財政支援の
強化を要請したい。

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「生活困窮家庭の子どもに対する学習支援事業【長野県】」

１．事業目的
子どもの自立を促し、貧困の連鎖を断ち切る

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
①生活保護世帯や生活困窮世帯のひきこもりや不登校等の子ど
もに対して、学習支援協力員等による個別の学習支援を実施
②子どもだけでなく世帯全体を捉えた支援を行なう観点から生活
就労支援センターや福祉事務所との連携を図りながら取り組ん
でいる
③実施自治体数

H29年度 ２町
H30年度 ６町村
H31年度 ９町村１郡

※市は独自に実施し、
町村を対象に県が
実施

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年：未実施
・平成２９年：4,723千円 （一財・国補）
・平成３０年：8,433千円 （一財・国補・ふるさと寄附金）
・令和元年：11,987千円 （一財・国補・ふるさと寄附金）

予算推移

事業推進上の課題等

取組の背景

＜困窮家庭における学習機会の実態＞

授業以外の勉強時間がゼロの子どもの割合
困窮家庭 11.4% ⇔ 一般家庭 5.3%

（「長野県子どもと子育て家庭の生活実態調査」より）

＜実施自治体からの感想＞
・登校ができるようになった。
・学習や進学に対して前向きに考えられるようになった。
・生活状況の見直しや生活リズムが改善された。
・教員の負担が軽減された。
・地域全体で生活困窮を考えるきっかけになった。 等
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＜事業推進上の課題＞
・乳幼児健診等市町母子保健事業やかかりつけ小児科等医
療現場において、現行母子健康手帳と同様にスタンダード
な支援ツールとなるような普及が必要。
・取組事例が少ないため、県外からの問い合わせが多い。
全国的な取組が望まれる。

＜横展開に向けての提言＞

母子健康手帳の内容は政令で定められているが、低出生
体重児等の個別支援が必要な方にも対応した内容の検討を
望む。

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり
「低出生体重児向け母子手帳の取組「しずおかリトルベビーハンドブック事業」【静岡県】」

１．事業目的
母子健康手帳による保護者・行政・医療機関の情報共有がされて
いるが、早産などによる低出生体重児では現行の手帳が活用され
にくいため、低出生体重児用母子手帳を作成し、全県へ普及させる
ことにより、だれでも切れ目ない母子保健サービスが受けられる環
境を整備する。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
（１）事業内容：しずおかリトルベビーハンドブックの作成・配布

外国語版しずおかリトルベビーハンドブックの作成
（２）配布対象者：
① 出生体重が1,500ｇ未満の場合
② ①以外の低出生体重児で支援が必要な場合
（３）配布場所：
総合・周産期母子医療センター3箇所、ＮＩＣＵのある病院、市町
（４）配布開始：平成30年4月～
（５）手帳の工夫点
・成長発達の記録は月齢単位ではなく、発達の遅れを考慮し、
ゆっくりとした成長や発達であっても、親が成長を喜べる項目
を記載
・母親の心理的不安への対応を記載（経験者からのメッセージ）
・極低出生体重児用の成長曲線を掲載
・入院中の記録ができるよう医療機関用記録シールを作成
・当事者や医療機関等と一緒に母親目線の手帳を作成

・配布した家族から好評を得ている。
・県ＨＰにてデジタルブックの公開や県民だよりへの掲載を
行い、広く県民に対し本手帳による支援の普及を図った。
・作成の段階から関係者との連携を図ったことにより、現場
での配布がスムーズに行われている。
・県外の自治体で同様の取組が始まり、全国に波及しつつ
ある。事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年：－
・平成２９年：1,026千円
・平成３０年：－
・令和元年：2,886千円

予算推移

事業推進上の課題等

・低出生体重児の場合、身長や体重などの成長、運動機能の発達
は、正期産の児に比べて遅れることが多いため、「月齢ごとに発達
を確認」する形式の通常の母子健康手帳は使いにくく、母親の心
理的な負担や不安を増強していた。
・約0.8％の出生児が出生体重1,500ｇ未満（静岡県2016)

取組の背景

新
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＜事業推進上の課題＞
市町村にも協力を働きかける必要がある
＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし ○財政支援 なし

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「子どもが輝く未来へのロードマップの取組【愛知県】」

１ 事業目的

子どもが輝く未来の実現に向けて、具体的な取組を着実に推進

するため、「子どもが輝く未来へのロードマップ」の進捗状況や課題

の把握を行い事業の充実を図る。

２ 取組の特徴

「子どもが輝く未来へのロードマップ」では、有識者による「子ど

もが輝く未来に向けた提言」に示された「教育の機会の均等」「健や

かな成育環境」「支援体制の充実」の３つの視点から、１３５の具体

的な取組を位置づけ、そのうち、特に重点的に取り組む事業につい

ては、数値目標を設定した。

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

・令和元年度：６，５４９，２９８千円

予算推移

事業推進上の課題等

〇子どもの生活実態や子育て支援のニーズ、経済的要因が及ぼす

影響等を把握するため、「愛知子ども調査」を実施（平成２８年１２月）

〇調査結果を踏まえ、有識者による「子どもの貧困対策検討会議か

ら「子どもが輝く未来に向けた提言」を受領（平成２９年９月）

〇この提言を道しるべとして、県庁内関係課室が連携して、子どもの

貧困対策に対応するため、２０１８年度から２０２２年度までの５か年

間の具体的な取組・工程を示した 「子どもが輝く未来へのロードマッ

プ」を作成（平成３０年２月）

このロードマップに基づき、子ども貧困対策を着実に推進する

※平成３１年２月に改訂版を作成（進捗状況の反映、新規事業・拡充事業を追加）

取組の背景

1.教育の機会の均等

年度 数値 年度 数値

生活困窮世帯の子どもの学習支援に

取り組んでいる市町村数

2017

（H29）
27市町

2022

(H34)
全市町村

地域未来塾実施市町村数
2017

（H29）
15市町

2022

(H34)
全市町村

若者・外国人未来応援事業の実施地

域数

2017

（H29）
3地域

2022

(H34)
9地域

スクールソーシャルワーカーを配置

している市町村数

2017

（H29）
20市町

2022

(H34)
全市町村

現況 目標
数値目標項目

2.健やかな成育環境

年度 数値 年度 数値

子ども食堂の数（市町村把握数）
2017

（H29）
56か所

2022

(H34)
200か所

放課後児童クラブの登録児童数
2017

（H29）
54,469人

2022

(H34)
59,500人

数値目標項目
現況 目標

3.支援体制の充実

年度 数値 年度 数値

子育て世代包括支援センターを設置

している市町村数

2017

（H29）
27市町

2022

(H34)
全市町村

ボランティアセンターにおける学習

支援ボランティアの登録者数

2017

（H29）
-

2022

(H34)
500人

数値目標項目
現況 目標

〇数値目標
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＜事業推進上の課題＞

京都府内での取組となっているため、府外へ転居した保育
士には、必ずしもキャリアが引き継がれない可能性が残る。

＜横展開に向けての提言＞
京都府版キャリアパスの全国統一化及びキャリアパスポー
トの全国普及、また、そのための研修、アドバイザー派遣事
業が必要。

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「京都式キャリアパスモデル推進事業【京都府】」

１．事業目的
上記協議会での議論を経て、平成２９年度、保育士の標準的なキャリア
アップの道筋を示し、やりがいをもって長く働いてもらう仕 組みづくりのた
め、「京都式保育人材キャリアパス」を策定。
本キャリアパスにおいては、中堅層の職位として「職務分野別リーダー」

や「副主任保育士」などを設定するとともに、職位に応じた役割や責任、求
められる能力、必要な研修などを８項目にわたって示しており、府内保育園
や認定こども園などにおける共通のキャリアパス制度となることを目指して
いる。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
○各階層の職に求められるキャリアパスとして８項目を提示。
（１「求められる役割と責任」 ２「求められる業務」 ３「知っておいてほしい
専門知識、保育実践に必要な技術」 ４「求められる能力」 ５「求められる
取組姿勢」 ６「必要な研修」 ７「給与」 ８「昇給条件」）
○様々な専門性が保育士に求められており、キャリアップと研修受講による
技能習得は密接に関係していることから、研修の受講歴を記録・保存する
ための冊子「京都保育人材キャリアパスポート」を作成し、保育士１人ひと
りに配付。

○中堅職種の設定については、あえて、国が昨年４月に創設した処遇改善等
加算Ⅱの制度と合わせることで、本モデルを活用している園の中堅層に対

して国制度を活用した給与増が可能に。

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２９年：１，８３４千円 （初年度）
・平成３０年：１，８３４千円
・令和元年：１，８３４千円

予算推移

事業推進上の課題等

取組の背景

保育ニーズが高まり、保育士が不足する一方で、キャリアに応じた保
育士の人材育成や職場定着には課題がある。

京都府では、保育士の人材確保・育成に向けた方策の検討のため、
京都保育人材確保・養成対策協議会を設置し、保育団体や保育士団体、
養成校等とともに様々な取組の検討を進めてきた。

○働く保育士にとっては、キャリアパスの導入により、本人の能
力や経験等が評価され、職位や処遇等に反映。

○離職中の保育士にとっては、各園で共通のキャリアパスを導
入することにより、再就職の際のキャリア継続を促し、再就職
を促進。

○学生にとっては、魅力の向上により、保育の職場への就職を
考えるきっかけに。
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＜事業推進上の課題＞
府内全域をカバーできるよう、こどもの城の実施箇所の拡大
（㉜目標値 ２００箇所）
＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 こどもの居場所となる拠点づくりを推進するた

め、地域の実情に柔軟に対応できる国の財政
支援制度の創設を要請

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり
「多様な主体を活用した貧困対策の取組＜きょうとこどもの城づくり事業＞【京都府】」

１．事業目的
地域の状況に応じてこどもの居場所となる拠点づくりを行う。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

ＮＰＯや自治会等の地域の支援団体が、それぞれの活動状況
に応じて支援策を選べるよう総合メニュー化し、開設や運営を支援

府内各地において「こどもの城」を㉙１０９箇所、㉚１４１
箇所で実施
※「こどもの城」とは

様々な課題を抱える子ども(生活困窮、ひとり親世帯等)に対し、地域の
人々が協力して、生活習慣の確立や学習習慣の定着支援・食事の提
供などを行うこどもの居場所、こども食堂、地域未来塾、シェアハウス、
フリースクール等の拠点

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２９年：１４５，０００千円（一財 ・一部国庫）
・平成３０年：１６７，０００千円（同上）
・令和元年：１７１，０００千円（同上）

予算推移

事業推進上の課題等

・子どもの７人に一人が貧困状態（2015年厚生労働省国民生活基
礎調査）
・小中学生の､「４０人に１人」が一人で夕食を摂っている（2016年
京都府の母子・父子世帯実態調査）

取組の背景
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＜事業推進上の課題＞
シニア世代等の担い手確保

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

恒久的な補助制度を創設して後押しすることを要
請したい。

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「地域祖父母モデル事業【兵庫県】」

１．事業目的

擬似的な三世代同居家族の育成による地域で支える子育て支援
体制の確立
２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

個人間のマッチングについては、契約等によらず信頼関係構築に
よるものとしている。

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２９年：６，３６０千円（一財・地方創生推進交付金）
・平成３０年：９，４０９千円（基金・地方創生推進交付金）
・令和元年：９，３６０千円（一財）

予算推移

事業推進上の課題等

取組の背景

・子育て家庭の大半が、核家族であるため、日常的な見守りや子

育ての相談等に対して、祖父母が対応することが困難
・今後一層増加する元気な高齢者等が子育て支援に活躍する仕
組の構築の必要性
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年度 地区数 会員登録世帯数 マッチング数

28 40 1,175 398

29 40 1,191 457

30 55 2,259 892



＜事業推進上の課題＞
子ども食堂運営団体からは、立ち上げ費用だけでなく、運
営費や、怪我や食中毒等に備えた保険加入費用の助成を求
める声がある。

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 なし

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「「子ども食堂」応援プロジェクト【兵庫県】」

１．事業目的
経済的な理由により食事が十分に取れていない貧困家庭等の子
どもたちに食事を提供する「子ども食堂」の開設に必要な経費を助
成することにより、子ども達が空腹を満たすだけでなく、家庭のぬく
もりを感じたり、同じ境遇の子ども同士や地域のボランティアとの交
流を図るなど、貧困家庭等の子どもたちの心の拠り所となる空間作
りを応援する。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
〈補助対象等〉
・ 補助対象：これから「子ども食堂」を開設する団体（法人格の

有無は問わない）
・ 補助金額：１団体あたり上限20万円
・ 補助内容：「子ども食堂」の開設に必要な経費

（冷蔵庫、炊飯器や食器購入費等）
月２回以上実施、子どもの受入人数10人以上等の要件あり。
財源として、ふるさと納税を活用。

平成28年３月末時点では４ヵ所だったが、平成28年に事業を
開始し、平成30年９月末には188ヵ所まで増加。
この内、「子ども食堂」応援プロジェクトで助成を行ったところ
は45団体。現在も引き続き募集を行っている。

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２９年：３，０００千円
・平成３０年：３，０００千円
・令和元年：３，０００千円

予算推移

事業推進上の課題等

厚生労働省の発表によると、約７人に１人の割合で子どもが貧困に
直面しており、１日の内、満足な食事が学校給食だけの子どもや毎
日のようにコンビニ弁当を食べている子どもがいる。また、親の長
時間労働などで、一人で食事を食べているいわゆる“孤食”も問題
になっている。
「子ども食堂」の立上げを目指す団体等は増えてるが、調理器具
や食器などの準備には一定の資金が必要になる。

取組の背景
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＜事業推進上の課題＞

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「子育て世代包括支援センター事業【和歌山県】」

１．事業目的

安心して子供を産み育てられるよう、身近な地域において子育て
世代のニーズにワンストップで総合的な相談･支援を行う「子育て世
代包括支援センター」を設置する市町村を支援し、子育て相談体制
の強化を図る。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
①母子保健コーディネータースキルアップ研修の開催
県内市町村の母子保健コーディネーター等母子保健担当者、
地域の助産師等を対象に、支援体制整備のための研修を実施。
②県立保健所管内母子保健関係者地域連携会議の開催
各市町村の状況や地域の課題を把握し解決に向け協議を行う。

③妊産婦ニーズ調査の実施
４か月児健診時の母親に対しアンケートを実施。

④センター設置・機能強化に係る財政的補助
⑤母子保健推進員の地域活動支援の実施

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年度： ７，８４７千円
・平成２９年度：３２，４７３千円
・平成３０年度：４３，１６８千円
・令和元年度：５４，０４４千円

予算推移

事業推進上の課題等

取組の背景

妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を提供する「子育て
世代包括支援センター」について、平成２８年６月、母子保健法の
改正により法定化され、「日本一億総活躍プラン」で３２年度末まで
の全国展開を目指すこととされた。

開設状況（平成３１年４月１日現在）
２６／３０市町村

20

拡



＜事業推進上の課題＞

・ネットワークの存在、活動内容についての一層の周知及
び理解を進める必要がある。

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 「地域子供の未来応援交付金」について、

当該事業を含む地域での子どもの貧困対策を
より効果的なものとするために、対象事業の
拡大、運用の弾力化を内閣府へ要望。

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり
「とっとり子ども未来サポートネットワーク活動支援事業【鳥取県】」

１．事業目的

鳥取県内における子どもの居場所の増設や継続的に運営するため
の仕組みづくり等を行う。

２．取組の特長

こども食堂等の居場所づくりの関係団体で構成する「とっとり子ども
未来サポートネットワーク」に対して活動助成を行う。

＜アウトプット（ネットワークの主な取組成果）＞
・県内の各エリアで、地元スーパーから提供された食材を
こども食堂等に分配するシステムを順次構築中
・食品衛生について、運営団体の意識や取組向上を図るた
め研修会を実施 など

＜アウトカム（県内の子どもの居場所づくりの状況）＞
・鳥取県内の子どもの居場所が増加
（H２７年度末：３か所 → H２８年度末：１４か所 →

H２９年度末：３１か所 → H３０年末：４５か所）

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移（平成２９年度から開始）
・平成２９年度： ２，５８０千円（一財）（９月補正）
・平成３０年度： ６，３４６千円（一財）
・令和元年度： ５，２７９千円（一財）

予算推移

事業推進上の課題等

平成２７年度頃から、こども食堂をはじめとする子どもの居場所づくり
が全国的に拡がり、鳥取県内でも市部を中心に拡がりを見せている。
これらの子どもの居場所について、困難を抱える子どもの孤立防止な
ど子どもの貧困対策としての観点からも重要性が認知されつつある。

取組の背景

＜とっとり子ども未来サポートネットワークについて＞
（平成２９年１１月から本格的な活動開始）
１ 構成メンバー
正会員 ：こども食堂等の実施団体
賛助会員： とっとり県民活動活性化センター、鳥取県社会福祉協議会

鳥取県生活協同組合、鳥取県隣保館協議会、
西部地区にこども食堂を拡げる会、（株）サンインマルイ、
（株）エスマート、鳥取県等

２ 活動内容
ネットワーク事務局に支援員（１名）を配置して以下に取り組む。
（ア）食材提供システム等こども食堂等の運営を持続可能にするための

仕組みの構築・運用
（イ）こども食堂等開設や運営に関する相談支援
（ウ）情報交換会や食品衛生等の研修実施等、こども食堂等の充実に

向けた取組
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１．事業目的
全ての子供が朝食を食べられる環境を整備し，子供たちが，たく
ましく育ち，生きていく資質・能力を身に付ける上で基礎となる生
活習慣づくりを推進する。

２．取組の特長
○ 子供が参加しやすく，継続性のある取組とするため，学校の
敷地内で，地域のボランティア団体が，企業から無償で提供を
受けた食材を提供するモデル事業を実施

【事業の概要】
・対 象：モデル校の全ての児童
・実施場所：学校敷地内（児童館，家庭科室，空き教室等）
・実施主体：地域のボランティア団体等
・食 材：企業からの無償提供（Ｒ01.5末時点：16社）

※県が事業に適した食材を扱う企業を訪問し，提供依頼
・県補助金：備品整備や施設設備整備などのイニシャルコストを補助

（上限：3,000千円/団体）

○ 今後，モデル事業の運営面や成果を検証する。

＜事業推進上の課題＞
・定量的・定性的な成果の見える化
・食材の安定的・継続的な確保（無償）
・実施主体や地元市町，教育委員会など多様な関係先との
調整
・実施主体となるボランティア団体の確保
・実施回数が少ない
＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 なし

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成29年：－
・平成30年：9,490千円
・令和元年：25,543千円

予算推移

事業推進上の課題等

取組の背景

○ 成育環境に関わらず，すべての子供たちがたくましく育ち，生き
ていく資質・能力を身に付け，自らの可能性を最大限高めること
ができるようにしていく必要がある。
○ そうした資質・能力を身に付ける上で，生活習慣は基礎となる
ものであるが，特に，学力と強い相関がある朝食について，欠食
率が平成25年度から毎年増加している。

○ H30.11月から１か所でスタート（現在２か所）
○ モデルか所においては，朝食を食べに来る子供たちが
増えるなど順調に進んでいる。
○ 朝食を提供する日は，遅刻が減少する傾向がみられる。
○ 朝食を食べた日は授業に集中して積極的な姿勢がみ
られる。

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「朝ごはん推進モデル事業【広島県】」
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＜事業推進上の課題＞

全ての家庭をもれなく把握する「ひろしま版ネウボラ」を運
営していくためには，現行の制度では，人員配置や専門職の
育成支援が十分なものとなっていない。
＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和：人材育成カリキュラム
○財政支援：人的配置に係る経費，
情報の一元管理できるネットワークシステムの整備や運
営に係る経費

１．事業目的
子育てに関する不安や負担を軽減し，子供を希望する人が安心
して妊娠・出産・子育てできるよう，母子保健と子育て支援が一体
となったワンストップサービスによる切れ目のないサポート体制で
ある「ひろしま版ネウボラ」を構築する。
○ 保健師等が継続的に対応することによる信頼関係の構築に
より，育児の安心感を醸成。
○ 母子保健と子育て支援が一体となったワンストップサービス
による切れ目のないサポートにより，リスクの予防，早期発見・
早期支援を図る。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

○ 平成29年から，ひろしま版ネウボラ構築事業を開始
モデル事業実施市町：３市町（尾道市，福山市，海田町）

○ モデル事業推進会議 ３回実施
○ ひろしま版ネウボラ人材育成研修会

コーディネーター研修 ３回 157名
相談員研修 ２回 123名（内相談員登録者66名）事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成29年：60,298千円（一財，母子保健衛生費）
・平成30年：87,688千円（一財，母子保健衛生費）
・令和元年：100,397千円（一財，母子保健衛生費）

予算推移

事業推進上の課題等

○ 子育てに不安や負担を感じている人は14％程度存在し，子育
てに悩んだ時の相談先のうち市町・県の窓口は2.1％。（Ｈ29）
○ 虐待件数は年々増加傾向。 （Ｈ24：1,524件→Ｈ29：2,053件）

取組の背景

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「ひろしま版ネウボラ構築事業【広島県】」
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＜事業推進上の課題＞

保育士人材バンクの求職者が減少しており，潜在保育士
の更なる掘り起しが必要

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援
保育施策に使える新たな交付金制度の創設を要請

１．事業目的
待機児童の解消（保育の受け皿確保・保育士の確保）

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
（１）保育の受け皿確保
①待機児童の大半を占める１・２歳児の受入を促進するために，
１・２歳児を積極的に受け入れている保育所等に保育士人件費
相当額を補助

②やむを得ず認可外保育施設を利用する場合に，認可保育施設
の利用料との差額を補助

（２）保育士の確保
①県庁内に無料職業紹介所「広島県保育士人材バンク」を開設し，
求人と求職のマッチングを実施

②県内のすべての保育士資格登録者に対してアンケートを実施
（H29）
③保育士に選ばれる保育所となる勤務労働条件だけでなく，職場
の雰囲気も公開する魅力ある保育所づくり推進事業を展開

④保育料の無償化とならない３歳未満児を育児中の私立の保育
士を対象に保育料負担を軽減し復職を後押しする仕組みを構築

・保育士人材バンクによる人材確保（H24.7～）
これまでの累計（～R元.5）
求人件数：5,602件 ， 求職件数：2,562件
就職件数：1,448件 ， 求人倍率：2.19

・保育士資格登録者に対するアンケート（H29）
潜在保育士2,531人 人材バンクへの登録希望730人

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成29年： 54,783千円（国庫・一財）
・平成30年：105,018千円（国庫・一財）
・令和元年：205,106千円（国庫・一財）

予算推移

事業推進上の課題等

・近年の働く女性の増加により保育ニーズが急増
保育所等の受入児童数：58,160人（H25.4）⇒62,142人（H30.4）
・急増する保育ニーズに対して保育の受け皿を増やしているが，
保育士の確保が追い付かず，待機児童の解消に至っていない

取組の背景

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「待機児童対策事業【広島県】」
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＜事業推進上の課題＞
・関係機関の協力体制の構築、事業の中心となるフード
バンクの運営体制（人材・資金確保等）の強化

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援
地域子供の未来応援交付金の対象事業や交付期間の
拡充

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「子どもの居場所づくり等食材提供モデル事業【山口県】」

１．事業目的
子ども食堂など子どもの居場所づくりに取組む団体に対し、
食材を円滑かつ効率的に提供できる体制を整備（H30～）

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
①関係機関等による食材提供体制構築に向けた推進協議会の
設置
・食材の提供に係る情報共有、モデル事業の検証、課題解決
に向けた協議を実施

②食材提供等に係るモデル事業の実施（NPO法人フードバンク山
口に委託）
・食材提供団体・食材情報の集約
・「子どもの居場所づくり」実施団体のニーズ集約等を行い、
食材提供者と実施団体のマッチングを実施
・食材の保管・運搬等について、できるだけ負担の少ない方
法を検討

事業概要（取組の特長）

予算の推移
・平成２８年：－
・平成２９年：－
・平成３０年：１，５１７千円 （国1/2、一財1/2）
※地域子供の未来応援交付金を活用
・令和元年：－

予算推移

事業推進上の課題等

・子ども食堂等の子どもの居場所づくりに対するニーズは高まっ
ているが、この取組を持続可能なものとするためには、負担の大
きい食材調達について支援するしくみづくりが必要

取組の背景

・推進協議会を開催し、関係機関の情報共有、共通理解を
促進
・県内の食品スーパーマーケットが「子どもの居場所づくり」
実施団体等との食材直接受取を開始（H30.6月～）
・フードバンク山口が「子どもの居場所づくり」関係者への食
品衛生管理説明会を開催

事業の成果等
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＜事業推進上の課題＞
・ 子ども食堂に対する寄付金やボランティア確保等のしく
みづくり

・ 中間支援の役割を担う「子ども食堂ネットワーク組織」設
立による体制強化

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援
地域子供の未来応援交付金の交付期間の拡充

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「子ども食堂サポート事業【山口県】」

１．事業目的

子ども食堂の取組を県内全域に拡大し、支援を必要とする家庭
の早期把握や適切な支援の提供が進むよう、子ども食堂の開
設相談や運営のサポート体制を整備

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
既に子ども食堂を開設しているNPO法人に委託
・推進コーディネーターの配置
・開設準備セミナー、個別相談会の開催
・子ども食堂ネットワーク会議の開催
・子ども食堂マップの作成

・子ども食堂開設個所数 １００カ所目標（2021年度末：県内
全域中学校区１カ所程度）

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・令和元年：４，９１０千円 （一財1/2・国1/2）
※地域子供の未来応援交付金を活用

予算推移

事業推進上の課題等

・地域の全ての子どもを対象とした「子ども食堂」は、地域からの孤立を
防ぐなど見守りの役割を担う重要な居場所として、関心や期待が高まっ
ている。
・子ども食堂は県内に２７カ所（８市）（H31年3月末時点）。残り１１市町は
未開設であり、取組に偏りがある。

取組の背景

新
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＜事業推進上の課題＞
・「支援の場」のニーズ把握
・「支援の場」や「サポーター」の発掘
・市町との連携方法

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援
地域子供の未来応援交付金の交付を受けているが、
長期的な事業展開が図れるよう交付期間の拡充を希望

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「香川県子どもの未来応援ネットワーク事業【香川県】」

１．事業目的

「支援の場」とそれを応援する「サポーター」のマッチング事業を行
うことで、地域での取組みが安定的に運営できるような仕組みづく
りを行う。
２．取組の特長

子ども食堂等の「支援の場」からの相談に、一元的に対応できる
窓口を設置して、その活動が持続可能なものとなるよう立ち上げ支
援等を行うとともに、「支援の場」が必要とする「物・場・人」を提供で
きる「サポーター」の登録や両者のマッチングを行う。【（福）香川県
社会福祉協議会へ業務委託】

・市町及び市町社会福祉協議会に協力依頼
・ボランティアや食材提供の希望者、「支援の場」の立ち上げ
希望者から、相談受付中
・今夏以降に、圏域ごとに事業説明会の開催予定

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・令和元年：５，０３３千円（一財・国庫）
※地域子供の未来応援交付金を活用

予算推移

事業推進上の課題等

・地域において、直接、子どもの支援に携わる子ども食堂等の「支援の
場」は増加傾向にあるものの、物資や人手不足等の課題が見られる。
・「支援の場」の運営主体は、ＮＰＯや任意団体など小規模で、運営基盤
の脆弱なものが多く、その活動が持続的に行える仕組みづくりが必要

取組の背景

新
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＜事業推進上の課題＞
●市町村が主体となって横展開するためのサポート体制
●子育て支援に関わる関係機関や地域の民間団体等による
日常的な連携体制（ネットワーク）の構築とそれを動かす
仕組み（システム）づくりのための人的配置及び経済的支援

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和
なし

○財政支援
・連携体制構築のための補助金等の創設

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり
「妊娠期から子育て期までの切れ目のない総合的な支援「高知版ネウボラの推進」【高知県】」

１．事業目的
地域の実情に応じた妊娠期から子育て期までの切れ目のない総合的な支
援《高知版ネウボラ》を強化し、「子育て家庭のリスクに応じた適切な対応」
「子育て家庭の不安の解消」「働きながら子育てできる環境づくり」を推進する

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
■リスクに応じた適切な対応
○母子保健と児童福祉の連携のさらなる強化
○要保護児童対策地域協議会の活動支援
○子ども家庭総合支援拠点の設置促進
○民生委員・児童委員等による地域の見守り機能の充実

■子育て世代包括支援センターの機能強化と運営支援
○アセスメント・継続的なモニタリングの強化
■子育て支援サービスの拡充と機能強化
○市町村が実施する産前・産後ケアサービスの拡充
○地域子育て支援拠点の拡充と機能強化
○多機能型保育支援事業やファミリー・サポート・センターの促進
■ネウボラ推進会議の開催支援
○住民参画によるネウボラ推進会議の取り組みを促進
○適切な支援につなぐための関係者会議の設置促進
■高知版ネウボラを支える人材育成と確保

▸ネウボラ推進会議
母子保健、子育て支援、保育所等の関係機関による取組みの
現状や事業分析を行い、効果的な支援のあり方を共有できる連
携体制モデルの構築

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移 ※関連予算抜粋
・平成28年： ー
・平成29年：474,748千円（一財・国費）
・平成30年：227,002千円（一財・国費）
・令和元年：340,843千円（一財・国費）

予算推移

事業推進上の課題等

取組の背景

▸全国の虐待死亡事例における０～２歳の割合は約８割
▸高知県の０～２歳の未就園児は全体の約４割
▸『安心して「結婚」「妊娠・出産」「子育て」できるような社会』を実現するため
に特に力を入れるべき施策について「保育サービス等の子育て支援施策」が
非常に重要との回答が46.5％（H28県民意識調査）
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＜事業推進上の課題＞
・子ども食堂の継続運営や拡充を図るための資金の確保
及び人材の育成
・官民協働による気運の醸成
・居場所を必要とする子ども、保護者を子ども食堂につな
げるための地域の支援機関と連携体制の構築

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援
・地域子供の未来応援交付金の当初予算規模の拡大と
運用の弾力化

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「子どもの居場所づくり推進事業【高知県】」

１．事業目的

食事の提供を通じて「子どもや保護者の新たな居場所」となるとと
もに、「保護者の孤立感や負担感を軽減する場」、「地域で子どもた
ちを見守る場」としての機能が期待される「子ども食堂」の取組を県
内全域に広める。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
（１）子ども食堂の開設支援
①開設・運営手引書の作成や開設準備講座の開催
②子どもの居場所づくり推進コーディネーター（以下「推進コーディ
ネーター」という。）による伴走型支援
・新規開設支援や運営のサポート
・人材育成や地域とのネットワークづくり

（２）子ども食堂の活動充実への支援
①子どもの居場所づくりネットワーク会議の開催
②スクールソーシャルワーカーとの連絡会の実施
③ボランティア養成講座の開催や食材支援情報の提供
④推進コーディネーターと地域コーディネーターとの連携による、
支援が必要な子ども、保護者を支援機関につなげる取り組み

（３）子ども食堂の運営支援
①高知県子ども食堂支援基金の設置
②子ども食堂の開設及び運営経費に対する助成

・子ども食堂の設置件数
１０市９町・５７団体６８箇所
※うち一定の要件を満たしている「高知家子ども食堂」の
登録件数：３６団体４２箇所

・子ども食堂支援事業費補助金
２６団体３２箇所・４，１２９千円

（平成３１年３月末現在）

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年： －
・平成２９年：１２，９７８千円
・平成３０年：１５，５７６千円
・令和元年：１６，４５５千円

予算推移

事業推進上の課題等

・一人で過ごす時間が多い子どもたちなどに対して、地域の中で
見守ることができる居場所づくりが必要
・保護者の孤立感や負担感を軽減する場が必要

取組の背景
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＜事業推進上の課題＞

・支援を必要とする子どもを居場所につなげるための仕組
・子どもの居場所を継続的に運営していくための人材や運
営資金の確保
・子どもの居場所と支援機関との連携体制の充実

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援
・地域子供の未来応援交付金の運用の弾力化

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「子どもの居場所づくり推進事業【大分県】」

１．事業目的

食事や学習、レクリエーション等の活動を通じて、地域で子どもたち
を見守りながら必要な支援に繋げるセーフティネットとしての役割が
期待される「子どもの居場所」の取組を県内全域に広める。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

（１）ネットワークの形成
・コーディネーターを配置し、開設や運営に関する個別相談等を
実施
・子どもの居場所運営者と、市町村、スクールソーシャルワーカー
等との連絡会を開催
・運営者やボランティアに対する研修会の開催

（２）活動に対する支援
子ども食堂等の新規開設や既存の子ども食堂等のうち新たに
学習支援等の機能強化を行う民間団体等に対して、市町村が経
費を補助した場合に、市町村に対して交付
【補助基準額】新規立ち上げ２０万円、機能強化１０万円
【補助率】市町村が補助した金額の1/2以内

（３）子どもの生活実態等調査
子どもの生活実態に関する調査を実施
【対象】県内の小５、中２及びその保護者

・子どもの居場所開設数
５３箇所

・子どもの居場所づくり補助金助成団体数
１１箇所

（平成３１年３月末現在）事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成３０年： ５，４２７千円
・令和元年：１５，４３９千円

予算推移

事業推進上の課題等

様々な事情で放課後や休日等に一人で過ごす子どもに対して、地
域で気軽に集まれて安心して過ごせる場所として「子どもの居場所」
への関心が高まっている。

取組の背景
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＜事業推進上の課題＞
財源を寄付金としていることから、今後の事業継続のため
に定期的に寄付の呼びかけを行う必要がある。

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和 なし
○財政支援 なし

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「子ども未来支援事業【沖縄県】」

１．事業目的
子どもの貧困解消に向けて、行政だけでなく官民一体となって
取り組んで行く。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

① 子どもに寄り添う給付型奨学金事業
児童養護施設等を退所する者、里親等の委託措置を解除さ

れる者を対象に、大学や専門学校等の進学にかかる入学金・
授業料の全額を奨学金として給付する（返済不要）。

② 高校生等に対する通学費負担軽減
沖縄都市モノレール株式会社の協力により、低所得世帯で

沖縄県内の高等学校等に在学する高校生等の通学に係る交
通費（モノレール運賃）を割引する（通常運賃の約半額）。

③ 子ども未来ジョイントプロジェクト助成事業
構成団体がつながり協働して、子どもの貧困解消を目的に

実施する以下の取組に対して、500万円を上限に、最大３年間
支援を行う。

・認定者数
①子どもに寄り添う給付型奨学金
平成28年度 9名 平成29年度 18名 平成30年度 13名
②高校生等に対する通学費負担軽減
通年 約350人
③子ども未来ジョイントプロジェクト助成事業
平成30年度 ３事業を助成（平成29年度より継続）

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移（寄付金を財源としている）
・平成２８年：２００，０００千円
・平成２９年： ７５，１５３千円
・平成３０年：１００，０１４千円
・令和元年： ８１，７９５千円

予算推移

事業推進上の課題等

・ 平成28年6月に知事を会長に、県内各界各層の115団体からな
る「沖縄子どもの未来県民会議」を設立

・ 企業や県民の皆様からの寄付を財源とし、行政で実施が困難
な事業や民間企業と連携した取組を実施する

取組の背景
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＜事業推進上の課題＞
子どもと保護者の生活実態を把握し、施策につなげていく
ためには、継続して調査を行うとともに、他の都道府県との
比較を行うことによって課題を把握する必要がある。

＜横展開に向けての提言＞
○ 国による統一的な子ども調査の実施（都道府県別）
○ 国による子どもの貧困対策の充実強化
（地方自治体の取組に対する財政支援の充実強化）

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「沖縄子どもの調査【沖縄県】」

１．事業目的
沖縄県内の子どもと保護者を対象に、子どもたちを取り巻く社会

や経済の状況が、子どもや保護者の日常生活にどのように影響し
ているかを調べ、今後の子育て施策のさらなる充実を目的に調査
を実施する。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
平成27年度から毎年度、ライフステージに沿った調査を行ってい
る。
調査票の作成にあたっては、各学齢期特有の課題にかかる質

問項目のほか、経済状況や暮らしぶりなど経年比較ができるよう
に各調査共通の質問項目を設けたり、他県調査との比較ができる
ような質問項目を設けるなど、様々な角度から子どもと保護者の
生活実態が把握できるようにしている。
また、詳細な分析にあたっては、庁内関係各課、県内学識者を

メンバーとする調査検討会で分析内容を検討するなど、より効果
の高い分析結果となるようにしている。

＜参考 沖縄子ども調査＞
平成27年度：小中学生調査 平成28年度：高校生調査
平成29年度：未就学児調査 平成30年度：小中学生調査

調査によって明らかとなった課題に対応する施策を講じた
ことで課題の改善が図られるなどの成果が表れている。

（例）平成27年度小中学生調査
Ｑ 就学援助制度を利用しなかった理由
Ａ 就学援助を知らなかった：２０％
⇒（対応策）就学援助制度周知広報事業

テレビやラジオ等を通して広く制度を周知・広報
平成30年度小中学生調査 ６．３％に改善

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年： ８，００１千円
・平成２９年：１３，２００千円
・平成３０年： ８，８６１千円
・令和元年：１０，９３２千円

予算推移

事業推進上の課題等

沖縄県では、平成27年度に「沖縄県子どもの貧困対策計画」を策
定し、同計画に掲げるライフステージに応じた施策を効果的に実施
するため、同年度より、子どもの貧困の実態把握を目的とした調査
を継続して実施している。

取組の背景
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＜事業推進上の課題＞
ひとり親の自立支援策として一定の効果が認められるた

め、継続的な事業実施が必要である。

＜横展開に向けての提言＞
全国制度として事業を実施してもらいたい。
（厚生労働省の国庫補助事業として）
※これまでの要請等経緯
○九州各県保健医療福祉主管部長会議を通じて国に要請
（H30.8月）

○全国知事会から「子どもの貧困対策の抜本強化に向け
た緊急提言」に盛り込む(H30.5月）

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 「ひとり親家庭生活支援モデル事業【沖縄県】」

１．事業目的
生活支援を中心に、子育て支援、就労支援、子どもへの学習支

援等、それぞれの家庭に応じた支援を総合的に行うことで、ひとり
親家庭が地域の中で自立した生活が営むことができることを目指
す。

２．取組の特長（特に工夫している部分に下線）
○ 原則１年間の支援期間の間、民間アパートの一室を住まいとし
て提供するが、単なる住居支援だけを行うわけではなく、各家庭
ごとに自立支援計画を作成し、各家庭の課題に応じ、就労支援
や家計相談、子どもへの学習支援等を組み合わせることで、支
援終了後に地域の中で自立した生活ができることを目指していく。
よって、各家庭が受ける支援は、それぞれの家庭で異なることに
なる。あくまで各家庭に応じた支援を行う。

○ アパート全体を借り上げるわけではなく、子どもの教育・保育環
境等を踏まえ、各家庭が生活しやすい場所にあるアパートの１室
のみ借り上げする。よって、各家庭によって場所は異なるし、周囲
からは支援を受けているかどうかわからない。支援期間終了後も、
地域に溶け込みやすい支援のあり方をとっている。

○ 支援の拠点事務所を地域に設置し、気軽に相談しやすくするこ
とで、支援終了後も孤立しない環境づくりを行っている。

平成24年から平成29年度までに１２５世帯に支援を行い、
７４世帯について支援終了後地域での自立につながってい
る。

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

予算の推移
・平成２８年： ９１，３５４千円
・平成２９年：１６３，７４４千円
・平成３０年：１６６，１５１千円
・令和元年：１７７，１２２千円

予算推移

事業推進上の課題等

ひとり親家庭が抱える課題は、それぞれの家庭で異なっており、
それぞれの家庭に応じた様々な課題を解決するためには、総合的
な支援の仕組みが必要

取組の背景
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すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり 【 参 考 】
「学力向上対策推進事業等【東京都足立区・皿沼小学校】」

１．事業目的
学校が中心となって、教員の資質向上や学校単位の学力向

上に向けた取組、課題のある子どもへの個別対応等により、
基礎学力の定着・向上を図る。

２．取組の特長（○は区施策、◎は皿沼小学校の取組）
①教員の指導力・授業力の向上
○児童・生徒に一定の学力定着を保証する「授業の基本」
＝足立スタンダードを作成し、それに基づき授業を実施。
○若手教員育成のため、教科指導専門員（教員ＯＢ等）が
巡回指導を行い、授業内容の改善・向上を図る。

②個に応じた指導の充実
○既習の学習内容の理解につまずきのある３・４年生に対
し、非常勤職員を配置し別教室で週一時間個別指導を行
い、つまずきの早期解決を図る。
○中学生を対象に、放課後や土曜、長期休業を活用し、民
間教育事業者を活用した補習教室を実施（英語、数学）。
○成績上位で学習意欲も高いが、経済的理由などで塾に行
けない中学３年生を対象に「足立はばたき塾」を実施。

◎つまずきのある子どもを対象に、放課後や給食準備時間
を活用して、原則、毎日補充教室を開催。
◎勉強習慣定着に向け、学年共通宿題（漢字、音読、計算
プリント）を毎日出し、忘れたら放課後残って取組。
◎年間１０回の土曜授業のうち、７回は習熟度別指導を実
施し、手厚い体制できめ細かな指導を実施。

事業概要（取組の特長）

予算の推移
・学習向上対策推進事業 平成29年度：177,856千円

平成30年度：198,979千円

※その他、講師の配置等に必要な予算あり

予算推移

＜事業推進上の課題＞
・若手の教員が多く、育成に時間がかかる。
・若手教員を育成しても、初異動で他区に行ってしまう。
・施策の拡充を図りたいが、教員ＯＢ等の人材が不足。
・学校の取組が進む中、福祉部局との連携強化が必要。

事業推進上の課題等

・全国と比べ就学援助率が高く、子どもの学力も２３区の中で
は低位であることから、貧困の連鎖を断ち切るため、学力向上
に重点的に取り組む。

取組の背景

・全国学力・学習状況調査や小２から中３を対象に毎年
度実施している足立区学習定着度調査等を活用して分析
・取組を開始したＨ19年度に比べ、全国を下回っていた
正答率の差は縮小し、学力定着の目標値をクリアした児
童・生徒の割合は向上。

事業の成果等

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

H23年度比約77％増
（H23：48.4%→H29：85.8%）

足立区学習定着度調査通過率
（皿沼小学校）
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